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価 値 葛 藤 の 場 の 理 論

一道徳教育の基本的方法原理 としての一
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1.道 徳教育の方法原理として

「価値葛藤の場において」という主張は,戦 後,新 しい道徳教育の方法原理として登場

した概念であって,い わば 「修身科」のもっていた方法上の欠陥を克服しようとして構想

されたものであるといっても,け っして誤まりではあるまい.も とより今日でも,な おこ

の 「価値葛藤の場において」という原理は,道 徳教育の方法原理として,諸 学者の問に,

全面的に肯定されているとはいえないし,ま た教育現場の授業実践に定着 しているともい

えないであろうが,し かし生きた実践力として道徳性の啓培は,こ の 「価値葛藤の場にお

いて」こそ,初 めて真によく実り豊かな指導効果をあげることができるということについ

ては,今 日ほとんど異論はないといってよいであろう.か つての 「修身科」がもっていた

方法上の欠陥としては,い くつかの観点からこれを指摘することができるであろうが,そ

れが(1)「一時一徳目主義」に傾いていたことと,(2)「他者体験の理解」に偏 していたとい

う2つ の点は,新 しい道徳教育が克服しなければならなかった課題であった.そ してその

第一の問題点を,「道徳実践の内的障害としての価値葛藤」 に着 目することによって克服

打開しようとしたところに,新 しい道徳教育における方法上の課題があったといってよい

であろう.な ぜな ら 「価値葛藤の場」 にこそ,「徳の立体的連関構造」 と 「道徳実践力の

根基」とが豊かに内蔵されているといえるか らである.こ のようにして 「価値葛藤の場」

が新 しい道徳教育の方法的拠点として取 り上げ られるに至ったといってもけっして誤まり

でないであろう.

私が新 しい道徳教育の方法原理として,「 価値葛藤の場において」 という主張を初めて

発表したのは,昭 和25年 に公刊した 「新 しい道徳教育への道」という著作においてであっ

た.以 後今 日まで25年 間,私 は毎年京都において開催される 「関西道徳教育研究会」主催

の 「全国大会」や各地での 「地区大会」において,こ の 「価値葛藤の場において」という

ことを方法原理とする道徳教育の理論ならびに実践上の構想について,く り返 し主張 し続

けてきた.昭 和33年 に 「道徳の時間」が特設されたとき,文 部省の 「道徳指導書」が道徳

指導における 「諸価値のかっとう」とか 「道徳的価値のかっとう場面」とかを重んずべき

であると説き,ま た昭和44年 の改訂 「道徳指導書」 が 「道徳的心理かっとう場面」 と か

「道徳的価値選択の場面」とかを含 ませるよう配慮すべきことを強調していることは周知

のとおりである.し か し 「価値葛藤の場において」道徳性の啓培を図るということは,今

日,教 育の現場において,必 ず しも正しく理解されているとはいえないし,し たがってま
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た そ の実 践 も い まだ 十 全 で は な く,多 くの 誤 ま り を犯 して い る点 が 少 な くな い と私 は考 え

て い る.

2.私 の 「価値葛藤の場」という発想

前にも述べたように,「価値葛藤の場において」道徳性の啓培を図ると いう発想は,昭

和25年 に公刊した 「新 しい道徳教育への道」という著作においてであった.私 はこの著作

において,道 徳 もしくは道徳体験が 「諸価値の闘争(相 剋)」 において発現するものであ

るという見解を,シ ュプランガー,シ ェーラー,ハ ル トマンの所説に導かれて構想 した.

生きた道徳体験が 「価値葛藤の場」において真にす ぐれて発現するものである以上,生 き

た道徳性の啓培を図ろうとする道徳教育の方法は,当 然,児 童 ・生徒が直面する 「価値葛

藤の場の克服」という体験の場において構想せ らるべきであるといわねばならない.し か

し当時私はいまだこのような方法原理を体系的に十分展開することができなかった.翌26

年の 「第2回 全国大会」に臨んでも,こ れを…歩前進させるまでには至 らなかった.わ ず

かに新教育,と りわけ社会科の単元学習における 「単元」がそれ自身生きた生活現実であ

り,そ こには豊かな道徳的な問題が含 まれていることに着眼して,「 価値葛藤の場におい

て」道徳性の啓培を図るという方法原理は,こ のような多くの道徳的閥題を含むところの

単元学習の展開においてこそ,初 めて可能であるという主張を試みた程度であった.

しかし 「第3回 全国大会」(昭和27年)に おいて,私 は生 きた道徳性を身につけさせる

には 「価値葛藤の場において」企図 しなければならないという主張を明確に大会主張とし

て打ち出したのである.す なわち 「生きた道徳実践力は,生 きた人生の問題を含む生活現

実ととり組み,そ の中に含まれる価値の対立葛藤を克服 していく過程を通 してのみ,初 め

て真に有力に啓培することができる」という主張の形をとるに至った.そ して私のこの構

想は 「第4回 全国大会」(昭和28年)を 経,さ らに 「第5回 全国大会」(昭和29年)を 迎え

るに当たって,「 価値の葛藤を克服する自由意志の決断と,こ れに伴なう責任感とに,道

徳生活の基盤がある以上,生 きた道徳性を啓培 しようとする道徳教育のいとなみにおいて

は,ま ず何よりも児童 ・生徒をしてこのような価値の葛藤を体験 させ ることが肝要で あ

る」という主張の形をとって,漸 次,道 徳教育の内容構成の問題の考察に進んでいったの

である.「新 しい道徳教育の内容構成」が生活経験主義を踏まえるべきはいうまでもない.

なぜな ら価値を志向する2つ の体験が対立葛藤する生活現実の一単位を構成し,こ の中に

含まれる価値葛藤体験を通 して,そ の葛藤を克服させるという,こ のような問題解決の過

程を通してこそ,初 めてよく生 きた道徳性を啓培することができるからである.こ の主張

は 「第6回 全国大会」(昭和30年)お よび 「第7回 全国大会」(昭和31年)を 経て,次 第に

体系的な方法原理としての形を整えていったといってよい.

用知のように,文 部省は昭和33年 から 「道徳の時間」 の特設に踏みきった.私 はこの

「道徳の時間」 を 「全面を踏まえた特設」 として受けとめるべきことを,「第8回 全国大

会」(昭和32年),「 第9回 全国大会」(昭和33年)を 通じて主張 した.し か し私はかつての

「修身科」の内容が 「一時一徳目的な構成」であり,か つ 「模範的人物の理解」に終始 し

たという欠陥を克服するために,「道徳の時間」 の指導内容としての 「主題」 の構成は,

「価値葛藤の場」を豊かに含みもつものとして構想されなくてはな らぬという点を強調し

たのである.こ の点については翌33年 に発表された 「道徳実施要綱」 および 「道徳指 導

書」においてもまた明らかに要請されているところである.私 としては,特 設された 「道

徳の時間」を単なる 「修身科の復活」 に終わらせないためには,「道徳の時間」 の指導内
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容 と して の 主 題 が 「価 値萬 藤 の 場 」 を含 ん で 構 成 され,そ して この主 題 が 「価 値 葛 藤 の

場 」 を克 服 して い く過 程 を辿 って 展 開せ られ な け れ ば な らな い と考 え た.こ れ を私 は 「学

校 の帰 り道 」(ば った を と りに い くか,そ れ と も家 に帰 る か)と い う具 体 的 な生 活 現 実 の

「価値 葛 藤 場 面 」 に例 を と って,「 道徳 授 業 の展 開 過程 」 に つ い て の 私 の構 想 を初 め て 発

表 した.(33年11月 「第9回 大 会 」)こ の_}'.張は さ らに 「価 値葛 藤 の 場 を 生 か す 道 徳 時 間 の

指 導 原 理!(34年 「箒10回 全 国 大 会.Dと な り,ま た 「fr贈　t葛 藤 の 場 を 生 か す 道 徳 時 問 の

展 開 過 程i(35年 「第11回 全 国 大 会」)とな って 次 第 に体 系 を整 え て い った.そ して この方

法 原 理 は さ らに 「第12回 全 国大 会 」(36年)に お け る 「知 と実 践 のズ レを克 服 す る方 途 」,

お よび 「第13回 全 国大 会 」(37年)に お け る 「道 徳 性 の 内 面 化 へ の 道 」,「第14回 全 国 大 会 」

(38年)に お け る 「道 徳 授 業 の指 導 過 程 と指 導 資 料 」,「第15回 全 国 大 会 」(39年)に お け る

「現 代 が 要 請 す る倫 理 観 確 立 へ の 道 」,「第16回 全 国大 会 」(昭 和40年)に お け る 「価 値 葛

藤 の場 を生 か す 道 徳 授 業 の 原 型 を求 め て 」,「第17回 全 国大 会 」(41年)に お け る 「価 値葛

藤 の場 を生 か す 道 徳 授 業 の構 造 化 と力 動 化 」,「策18回 全 国 大 会 」(42年)に お け る 「道徳

授 業 の基 本 的指 導 過 不劉 とい う ・連 の 大 会 セ題 お よ び 大 会k張 を 経 て,次 第 に 方 法 原 理 と

して の体 系 を確 立 して い っ た と い う こ とが で き るで あろ う.

この よ うに 私 が 昭和25年 以来,新 しい道 徳 教 育 の ノJ一法 原 理 は 「価 他 葛 藤 の 場 に おい て 」

とい う形 に お い て 構想 さ れ な くて は な らな い と 河 艮し続 けて きた 根 本 の意 図 は,ひ とえ に

そ れ が 単 な る 「修 身科 の 復活Jに 終 わ る こと の な い よ う に と の配 慮 に基 づ くも ので あ る こ

とは い う まで もな い.と りわ け 生 きた 道 徳性 は 単 な る理 解 や感 動 に よ って 培 わ れ る も ので

は な くて,そ れ 自身 生 きて は た ら く実 践 力 と して啓 培 さ れ な くて は な らな い.し た が って

ま たそ の 指 導 内 容 と して の 主 題 は,単 な る 「一時 一一徳 目」 と い うよ うな形 に お い て構 成 せ

られ る ので は な くて,そ れ は 実 に,望 ま しい 諸 々の 価 値 が 相 対 立葛 藤 す る よ うな形 に お い

て豊 か に含 まれ て い る生 活 問 題 と して 構 成 され な くて は な らな い.こ の2つ の条 件 を 充 た

す もの と して,私 は 「価 値 葛 藤 の 場 に おい て 」 とい う方 法 原 理 を 構 想 した の で あ る.

ま こ とに道 徳 教 育 の基 本 的 な 方 法 原 理 は,ま ず 何 よ り も,道 徳 そ の もの の 本 質 ・構 造 に

即 して構 想 せ られ な くて は な らな い.道 徳 が 「我 い か に生 き るべ きか 」,「我 な に をな す べ

きか 」 とい う人 生 の岐 路 に 立 って,よ くそ の決 断 を導 くも ので あ る ≧す る な ら,そ れ は ま

さに 「価 値葛 藤 の場 」 を生 きぬ く実 践 力 で あ る と い って よ いで あ ろ う.ま た道 徳 が 道 徳 的

価 値(善)の 実 現 で あ る とす る な らば,そ こに は 同時 に,道 徳 的 反 価 値(悪)の 拒 斥 を含

む も ので な くて は な らな い.な ぜ な ら 「善 」 は 「悪 の否 定 」 に お いて,そ して ま た 「悪 」

は 「善 の否 定 」 にお い て の み,初 め て 生 起 す る もの で あ って,「 悪 の否 定 」 を含 ま な い善,

「善 の否 定 」 を含 ま ない 悪 は,い ず こ も生 起 す る こ とは あ り得 な い か らで あ る.い わば 善

と悪 とは 同一 の価 値 体 験 の根 源 か ら生 起 す る もの とい わ ね ば な らな い.こ の よ うに 考 え て,

生 きた 道徳 性 の啓 培 は,善 と悪 とが と も に生 起 して くる同 … の 根 源 に お い て,さ らに い え

ば 善 と悪 とが分 かれ て 生 起 しよ うとす る 根源 の場 に おい て 企 図 され な くて は な らな い.こ

の よ うな根 源 的 な場 を私 は 「価 値 葛 藤 の場 」 と呼 ぶ こ と に した の で あ る.

しか し清 水 幾 太 郎氏 もい うよ うに1),善 と悪 とが 対 立す る の は,単 に 「道 徳 的 価 値 の理

論 構 造 」 にお い て で あ って,そ れ の 「実践 構造 」 に お いて は,善 と悪 と は対//し な い.我

々 は実 践 の場 に おい て は,善 を選 ぶ か,そ れ と も悪 を選 ぶ か に つ い て 苦悩 す る こと は な い.

我 々 の実 践 の世 界 に お いて は,_e.isr-1と善 が,一 般 的 に は,価 値 と価値 とが 対 立 し葛 藤 す るの

で あ る.も と もと我 々人 間 に は諸 々の価 値 を求 め る欲 求 が あ るが,こ れ らの2つ も し くは
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2つ 以上の価値的欲求は,そ こに強弱の差はあるとしても,そ れらが同時に生起するのが

常態であるといってよい.そ の時,人 間の有限性はこれ らを同時に最高度に充足すること

ができず,こ こにこの中のいずれを選び,い ずれを斥けるべきかといういわゆる 「価値葛

藤」が生起することになる.そ してその中の一つを選べば,他 を斥けなくてはならない.

他の価値の拒斥は,同 時にそれの反価値とならねばならぬ運命をもつ.こ のように考えて,

人間の道徳的実践の世界においては,道 徳は単に善と悪,… 般的に価値と反価値の対 、r.1に

おいて生起するものではなくて,そ れは実に,善 と善,… 般的に価値と価値との対 ウ1葛藤

において生起するものといわねばならない.私 はこのような道徳生起の場としての 「価航

葛藤の場」の構造をシュプランガーやシェーラー,そ してハル トマンの倫理学説に媒介さ

れて明らかにすることができた.そ してここか ら出発 して,い わば これを方法論的に裏が

えして,「 価値葛藤の場において」 という道徳教育における方法原理の構想を試みたので

ある.

また 「知と実践のズ レ」の構造分析が,私 の 「価値葛藤の場において」という方法原理

の発想を助けたことも事実である.「わかってはいるが行なえない」 という場合,そ の1

つの価値の実現を妨げるのは,他 の価値に対する欲求がこれと相対立葛藤するか らである.

また 「自然の理性化一」において道徳的なるものが発現するとするな らば,そ こでもま た

「価値葛藤」が道徳生起の場であるということができる.さ らにまた 「自由と責任」とは

道徳生起の基礎条件であるとするな らば,そ こには当然 「価値葛藤の場」の存在を前提 し

ていることはいうまでもない.な ぜなら 「価値葛藤の場」の存在を前提としないでは,自

山意志による選択決断というようなことは無意味であるし,ま たそれに伴なう責任も問題

にはならないか らである.

3.「 価値葛藤」という概念の系譜

こ こで 私 は 「価 値葛 藤 」 とい う概 念(用 語)に つ いて 一 瞥 して お く.「 価値 葛 藤 」と い う

用 語 は学 術 用 語 と して は,今 日い まだ 一 般 化 して い な い.お そ ら くそ れ は昭 和25年 に私 が

公 刊 した 「新 しい 道 徳 教 育 へ の 道 」 に お い て 用 い た のが わ が 国 で は最 初 で は な いか と考 え

る.昭 和33年 に文 部 省 の 「道 徳 指 導 書 」 が 「価 値 の か っ と う」 と い う語 を用 いて い る こ と

につ い て は前 に も述 べ た.し か し この 語 は今 日学 者 た ち に よ って いろ い ろ に理 解 され て使

用 され て い て,そ の 概 念 規 定 は 必 ず し も一 致 して い ない と い う のが 実 情 で あ る.今 日道 徳

教 育 の 方 法 論 に お い て,こ の 「価値 葛 藤 」 とい う概 念 の 意 義 を肯 定 して,こ れ を用 いて い

る と思 わ れ る学f1と して は,ま ず倫 理 学 者 と して は,藤 田 健治,勝 部 真 長,池 尾 健 …,内

海 巌,工 藤 緩 夫,宇 留 田敬 一 な ど の 諸 氏,ま た 教 育 学 者 と して は,勝 田守 一,森 昭,上 田

薫,宮 坂 哲 文,宮 田丈 夫,村 田昇,船lh謙 次 な どの 諸 氏,心 理 学 者 と して は 大 平 勝 馬,沢

田慶 輔 な どの 諸 氏 を 数 え る こ とが で き る.ま た 「価 値葛 藤 」 と類 似 の 概 念(用 語)と して

は,「 価 値 の闘 争 」(清 水幾 太 郎),「 価 値 対 立 」(藤 田健 治),「 価 値選 択 の 相剋 」(務 台 理

作)」,「 諸 価 位 の 矛盾 」(九 鬼 周 造),「 義 務 の葛 藤 」(高ILI岩 男)な どを あげ る こ とが で き

る.ま た 従来 の わ が 国 の倫 理 学 書 は,そ の本 務 論 に お い て 「本 務 の 衝 突 」 とい う概 念 を 用

い て い る こ とを付 言 して お く.

西 洋 に お い て 「/面値葛 藤 」 も し くは 「価値 の葛 藤 」 とい う概 念 を 用 い た 最 初 の 文 献 と思

わ れ るの は,ド イ ツの メ リス の 「倫 理 学 の 諸 問 題2)」(1918年)で は な い だ ろ うか.続 い て

シ ュプ ラ ンガ ーの 「生 の 形 式3)」(1922年)と ハ ル トマ ンの 「倫 理 学4)」(1924年)が 現 わ れ,

い ず れ も 「価値 葛 藤 」 も し くは 「価値 の葛 藤 」 とい う概 念 を,そ の 道 徳 論 の展 開 に おい て
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用 いて い る ので あ る.ま た 西 洋 の 多 くの倫 理 学 者 が 「本 務 の 衝 突 」,「義 務 の葛 藤 」 とい う

語 を用 いて い る こ とは,わ が 国 の 場 合 と同 じで あ る.

4.道 徳の生起と 「価値葛藤の場」

すでに一言 したように,私 が 「価値葛藤の場において」ということを,新 しい道徳教育

のノ∫法原理とすべきであると主張する根拠は,道 徳の本質である道徳的価値(善)が,2

つ もしくは2つ 以一ヒの価仇的欲求が対、'/1葛藤するいわゆる 「価値葛藤の場」を強 くIEし く

生きぬ く過程(体 験)を 通 して,初 めてよ く実現されるものであるということに基づ くと

いってよい.す なわち 「価値葛藤の場」を外にしては,生 きた実践力としての道徳性が生

起する契機はついにどこにも存在しないといわねばならない.ま ことにシュプランガーも

いうように,「価値葛藤の場は道徳生起の地盤であり,発 条である5).」

それではこのような 「価値葛藤」という心的事態はいかにして生起するのであろうか.

それは人間存在の基本構造そのものに根源があるといってよい.も ともと入間には2つ も

しくは2つ 以上の価値的欲求が常に同時に発現 して くるのがむ しろ常態といえる.し かも

人間の価値実現能力は有限をまぬかれない.人 間における価値的欲求の複数性と,そ れの

同時性,そ して人間の価値実現能力の有限性という3つ の条件の相互制約によって,そ こ

にいわゆる 「価値葛藤」という体験が生起するといってよい.す なわち価値的欲求がただ

1つ である場合,そ してたとえそれが2つ もしくは2つ 以上であっても,そ れが時を変え

て発現する場合,さ らにまたそれがたとえ同時に発現 しても,人 間の価値実現能力が無限

である場合には,「価値葛藤」はついに生起しては来ない.

このようにして 「よく生きる6)」 ことを基本性格とする人間存在は常に「価値葛藤の場」

に直面 しなくてはならない.人 間が この人生を真実に生きぬ こうとすれば,常 にこの 「価

値葛藤の場」に対決 し,こ れを克服 しなくてはならない.そ して この 「価値葛藤の場」を

克服 していく実践過程(体 験)を 通 して,初 めてよく生きた実践力としての道徳は生起 し,

道徳価値(善)は 実現されるのである.今 「価値葛藤の場」の構造,お よび この 「価値葛

藤の場」を生きぬ く葛藤克服体験の構造を,そ の最 も典型的な形において図解すれば,次

図7)の通 りである.

行為的主体としての人間において,相 対立相剋する2つ

の価値的欲求(A・B)の うち,そ のいずれか1つ を選

べば,他 の1つ を拒斥 しなくてはならない.こ の時 「よ

りよく生 きよう」とすれば,人 は必ず,こ の中,「価値

的により高い価値」を選んで,こ れを実現 しなくてはな

らない.よ り高い価値を選ぶためには,よ り低い価値を

斥けなくてはならない.そ のためには,我 々はまず何よ

りも,2つ の価値の高低を判別 しなくてはならない.こ

こにすぐれた道徳的知見を必要 とする.そ れではこのよ

うに1面値の高低が判別できれば,人 間はいつでも,よ り

高い価値を選んで,こ れが実現に向かうことができるで

あろうか.そ れがきわめて困難であることは 「わかって

はいるが,実 行できない」といわれる人生の事実が,こ

のことを如実に物語っている.そ れは2つ の価値的欲求

の問には,単 に 「価値高低の序列」が存在するだけでは
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なくて,そ こにはさらに 「価値強弱の差等」が存在するからである.し か もこの価値の高

低 と強弱とは相反する形において存在するものであるということが我々人間における 「高

い価値の実現」 を困難にする根源であるといってよい.「高い価値は弱 く,低 い価値は強

い8).」 したがって強いけれども低い価値的欲求を適度に制限 して,た とい弱 くても高い

価値的な欲求を,ど こまでも実現しようとする意志的な実践態度において,初 めて道徳的

な価値としての 「善」が発現し,そ の逆の態度において道徳的に 「悪」と呼ばれる価値が

生まれるといってよい.道 徳的に善とか悪 とか呼ばれる 価値はこのような 「価値葛藤の

場」を克服する実践態度の価値,す なわち作用価値にほかな らない.こ のように 「価値葛

藤の場」 にとり組んで,こ れを克服 しようとする体験において,初 めてよく道徳的価 値

(善)が 生起するとすれば,「価値葛藤の場」 こそ道徳生起の地盤であり,発 条である.

ここに私の 「価値葛藤の場において」という道徳教育の方法原理の構想が生まれる根拠が

あるのである.私 はこの考察をさらに展開しな くてはな らない.

5.道 徳の本質とその構造

以上数項において,私 はまず 「価値葛藤の場において」ということが,今 日の新 しい道

徳教育の方法的拠点として構想せ られてきた事情について考察し,次 に,私 が昭和25年 に

「価値葛藤の場において」道徳性の啓培を図るべきであるという主張を発表 してから今 日

まで,25年 にわたる思索を経て,「価値葛藤の場を生かす道徳教育の 理論体系」の構想に

たどりついた経緯について略述 した.そ して第3に,「 価値葛藤」 という概念の系譜につ

いて0瞥 し,最 後に,道 徳もしくは道徳の本質としての 「善」という価値が,「価値葛藤

の場」を生きぬく行為的実践において,す ぐれて発現するものであるということについて

の考察を試みた.そ こで私はさらにこの道徳生起の構造を踏まえて,生 きた道徳性の啓培

を図る道徳教育のいとなみは,「 価値葛藤の場において」 ということを方法原理とするも

のでなくてはならないことの考察に進まねばならない.し かし今その考察に入るに先だっ

て,道 徳というものの本質およびその構造について一言する必要がある.

すでに考察 したように,道 徳もしくは道徳的価値(善)が,2つ もしくは2つ 以上の価

値が相対立する 「価値葛藤の場」を生きぬ く葛藤克服体験において,す ぐれて生起するも

のであるとするな らば,生 きた実践力として道徳性のもつ基礎的条件は,自 由意志による

選択と決断,そ してこれに伴なう責任ということでなくてはならない9).な ぜなら 「価値

葛藤の場」の克服はまず何よりも行為的主体としての人間における自由意志の選択 ・決断

によってのみ可能であり,そ してまた決断による態度決定に伴なう責任は,当 然,自 由意

志の主体としての行為者に帰すべきものであるか らである.か くて自由と責任こそ,道 徳

もしくは道徳性のもつ基礎的条件であるというべきである.

もとより自由と責任とは,こ のような道徳性の基礎的条件であるが,し かしいまだそれ

の中核的条件であるとはいえない.な ぜな ら自由意志による態度決定は,「善」 の実現に

も,ま た 「悪」 の実現にも向かい得るか らである.「よく生きること」 を本質とする人間

としての真実の生 き方は,「悪」を否定 して,「善」の実現を志向するということでなくて

はならない10).し たがって道徳性の基礎的条件 としての自E){と責任は,道 徳的価値 として

の 「善」の実現を志向することにおいて作用する時,そ の時はじめてそれの道徳的意義を

充足することができるというべきである.か くて自由と責任は,道 徳の基礎的な作用条件

であり,「善」はその中核的な志向条件であるということができる.

それでは 「善」とは一体何であるか.こ れまた前項において一応明 らかにしたように,
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相対立する2つ の価値のうち,よ り低い価値を適度に制限して,よ り高い価値の実現に向

かおうとする実践的意志の作用において発現する価値であり,「悪」 とは逆に,よ り高い

価値を斥けて,よ り低い価値の追求に向かおうとする実践的意志の作用において発現する

価値にほかならない.で は 「善」という価値の構造において,究 極的頂点に位する価値は,

どのような形態において存在するであろうか.私 見によれば,歴 史的現段階としての現代

が要清する 「善」の最高段階は 「世界平和の実現をめざす人類愛1で あると考えられる.

まことに世界平和をめざす人類愛 こそ,現 代が要請する最高の道徳的価値である.な ぜな

ら今日,原r力 を手に入れた人類が直面する最大の危機は,核 戦争による人類の滅亡であ

るか らである.か くて現代が要請する倫理の体系は,自 由と責任を基盤とし,人 類愛を頂

点とするものでなくてはならない。そして,知 恵とか勇気とか節制とか正義とか協力とか

いうような諸々の徳性は,す べてこの道徳体系の中間において,そ れぞれ立体的階層を作

って位することによってのみ,は じめてよくそれの道徳的意義を充足するものというべき

である.

6.「 生成過程への還元」という原理

生きてはた らく実践力としての道徳性は,「 価価葛藤の場において」 はじめてすぐれて

生起するものである以上,こ のような道徳的実践力を身につけさせようとする道徳教育の

いとなみは,当 然,児 童生徒が現実に直面する 「価値葛藤の場において」企画されなくて

はならない.な ぜなら体験は体験によってのみ,実 践は実践によってのみ,真 にすぐれて

身につけることができるか らである.し か し 「価値葛藤の場において」ということを,生

きた道徳性の啓培を図る道徳教育の基本的な方法原理とすべきであるという主張は,道 徳

性が 「価値葛藤の場において」はじめてよく生起すると主張 したハル トマンにおいては勿

論,シ ュプランガーにおいてさえ,い まだ明確には現われていない.私 はハル トマンやシ

ュプランガーが,生 きた道徳体験は 「価仇葛藤の場において」生起すると主張 したその主

張を裏返 して,児 童生徒を 「価値葛藤の場」に対決させることによって,生 きた道徳性を

有力に身につけさせることができるという主張を立て,こ の論拠に立って,「 価値葛藤の

場において」という方法原理を構想 した.私 のこの構想め成熟を助けたものは,シ ュプラ

ンガー,プ リットナー,リ ットなどの主張する 「生成過程への還元」という原理であった

ことを私は卒直に認めなければならない.ま ず プリッナーによれば,教 育における 「いっ

さいの方法的技術は,死 せ る事象を,そ れが生 じてきた行為に引きもどして,帰 り変える

ことにある11)1と いう.い わばその対象を発見 ・発明の過程に,価 値創造の過程に還元す

ることによって,そ の対象は児竜生徒の精神活動の中に合流することができるというので

ある.

この 「生成の過程へ還元する」という方法原理は 「価値葛藤の場において」という私の

主張と相通ずるものであるといっても,決 して誤りではないであろう.こ の主張をさらに

明確に表明 したのはリットである.彼 は 「教師が教師としての使命を果たすことができる

のは,教 師が文化財を,そ の完結 した現在の結果か ら,そ れを発生させた生動する過程へ

連れもどすことによるのである12)」という.す なわちすでに出来上がっている文化価値を,

これを作 り出した生成の過程へ還元することに成功 しな くてはな らないと主張する.こ の

ような 「生成過程への還元」が教育方法の秘訣であるという主張は,こ れを,現 在,道 徳

法則として客観化 している道徳的価値を,そ れを生み出した道徳生成の価値体験の過程へ

還元 し,そ の具体的な道徳体験の過程において,道 徳性の啓培を図ることとして理解する
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な らば,そ れはすなわち私が主張する 「価値葛藤の場において」という原理と相通ずるも

のといっても,決 して誤まりではない.

さらに 「この生成過程への還元」を道徳教育の方法原理として,明 確に主張したのはシ

ュプランガーである.彼 は責任,誠 実,感 謝,好 意,正 義,服 従,勇 気などの諸々の道徳

性について,「 これ らのものを体験できる価値体どして直観させなければならない.価 値

分野それぞれの独 自な構造の土台になっている諸々の力が実際の体験に還元されると,そ

の諸力が同時に,そ の分野に特有の陶冶価値となって現われる13)」と主張する.こ のよう

に諸々の道徳性を,そ れが生動する道徳生成の体験過程へ還元 して,そ の場の体験を通 じ

て,道 徳性を身につけさせようとするシュプランガーの発想は,「価値葛藤の場において」

生きた道徳性の啓培を図るべきであるという私の主張と相通じるものということができる.

7.「 価値葛藤の場において」という原理

もとより 「生成過程への還元」 という方法原理は私の主張する 「価値葛藤の場に お い

て」 という原理と全 く同一 であるということはできない.し かしこの 「生成過程への還

元」ということは,こ れを道徳教育の方法論においてとらえるならば,客 観的な道徳法則

もしくは道徳的価値を,児 童生徒に生 きてはたらく実践力として身につけさせ るには,そ

のように客観化 している道徳法則 もしくは道徳的価値を,そ れが出来上るに至 った 「生成

の過程」へ還元 し,そ の生動する生成過程としての道徳体験の場において指導せ らるべき

であることを意味 しているということができる.し たがって,こ の 「生成過程」はまさし

く私の主張する 「価値葛藤の場」にほかならない.ま ことに 「価値葛藤の場」は道徳的な

るものを生起させる生動的な道徳体験の過程であると見 られるから,「生成過程への還元」

は,よ り適確には,「道徳生成の過程としての価値葛藤の場への還元14}」 というべきであ

る.次 に私は,生 きた道徳性がこのような 「価値葛藤の場において」真にす ぐれて啓培せ

られるという事情について考察することにする.

(1)「 道徳が生起する場において」

私はまず第一に,道 徳的実践力としての道徳的知見の啓培における 「価値葛藤の場にお

いて」ということの意義について考察する.す でにシェーラーも説 くように,道 徳的価値

としての善(悪)は,よ り高い価値 もしくはより低い価値の実現をめざす作用において現

われる価値である15).し たがって 「価値葛藤の場」に直面 したわれわれが真に道徳的に正

しく生きるためには,ま ず第 ・に,相 対/t/1する2つ の価値の間に存する 「高低の序列」を

判別する能力すなわち道徳的知見がなくてはならない.な ぜならこれなくしては,よ り低

い価値を斥けて,よ り高い1面値を選びとるというようなことは全 く不 可能であるからであ

る.か くて道徳的実践の優秀性としての基本的 「徳1は,ま ず 「価値における高低の序

列」を判別することのできる道徳的知見でなくてはならない.し か もこのようなすぐれた

道徳的知見は,2つ もしくは2つ 以上の価値が相対立する 「価値葛藤の場」を豊かに含み

もつ具体的な道徳体験の場において,こ れを克服 しゆく体験の過程を通 して,は じめてよ

く身につけることができるのであるか ら16),道徳的知見の啓培は,児 童生徒をまず何よ り

も 「価値葛 藤の場」に立たせることを基本的な方法原理とすべきであるといわねばな らな

い.

第二に私は,道 徳的意志の啓培における 「価値葛藤の場において」ということの意義に

ついて検討してみる.前 述のように,わ れわれが道徳的に強く正しく生きるためには,ま

ず第一に,価 値の高低を判別する知見が必要であるが,し かし高低の序列が判別できたと
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いうだけでは,常 に 「より高い価値の実現」に向かうことができるとはかぎらない.な ぜ

なら一般に 「高い価値への欲求は弱 く,低 い価値への欲求は強い17)」からである.わ れわ

れ入間は価値葛藤の場に立つ時,高 い価値実現よりも低い価値の追求に向かおうとする傾

向の強いことをまぬがれることができない.し たがってわれわれが,よ い高い価値を選び

とって,こ れを実現 しようとするためには,低 い価値を斥けようとする強い意志がな くて

はならない.こ のような低い価値への欲求を適度に制限する強靱な道徳的意志の啓培は,

単なる道徳的知見の啓培だけでは不可能であって,そ れは実に児童生徒が直面する 「価値

葛藤の場」 において,よ り低い(強 い)価 値への欲求を適度に制限克服 して,よ り高い

(弱い)価 値の実現に向かおうとする道徳体験の過程を通 してのみ,真 に有力に身につけ

させることができるというべきである.か くて 「価値葛藤の場において」という方法原理

は,道 徳教育の最 も有力な手段であるといってよい.

第三に,私 は道徳的心情の啓培における 「価値葛藤の場において」ということの方法的

意義について考察する.道 徳的知見はわれわれの行為を道徳的に方向づけるものであり,

道徳的意志はわれわれの行為を道徳的に推進する動力であるとするならば,道 徳的心情は

われわれの行為を道徳的に豊かにする潤滑油であるといってよい.よ り高い価値の実現,

したがってまた道徳的価値 としての 「善」の実践に心か らなる精神的満足を覚え,よ り低い

価値の実現,し たがって道徳的反価値としての「悪」の実践に限りない不快の念を抱 くとい

う純粋な道徳的心情に裏づけ られていることが,道 徳的実践を強化するきわめて有力な方

途であるといってよい.し かもこのような純粋な道徳的心情の啓培は,児 童生徒が 「価値

葛藤の場」に直面し,こ れを克服 してい く道徳体験の過程においていとなまれる時,最 も

有力な道徳指導となるといって,決 して過言ではない18).か くて 「価値葛藤の場において」

ということは道徳的心情の啓培をはかる最も基本的な方法原理であるといわねばな らない.

前述のように,2つ の価値が相対立葛藤する生活現実に直面 した人間は,「 価値の高低

と強弱との相反」に基づ く価値葛藤を,透 徹した道徳的知見に導かれ,純 粋な道徳的心情

に裏づけられた強靱な道徳的意志の決断によって,は じめてよく克服することができるの

である.ま ことにこの自由意志による選択 ・決断 こそ,価 値葛藤の場を強 く正 しく生きぬ

く原動力である.も とよりこの自由意志の選択 ・決断は,常 に必ず しも道徳的に正 しいと

はかぎらない.有 限をまぬがれない人間の自由意志であるから,そ こには常に過誤 も起 こ

るであろう.そ の結果に対しては人は常に自ら責任をとるべきである.そ れは自らの自由

意志に基づく選択 と決断によるものであるからである.要 する自由意志による選択 ・決断

と,こ れに伴なう責任とは,道 徳性を成り立たしめる重要契機であるといわねばならない.

このような自山意志に基づく決断力と責任感とを,最 も有力に身につけさせ るためには,

まず何よりも児童生徒を 「価値葛藤の場」にr/二たせ,こ れを克服してゆく道徳体験の過程

において,学 びとらせるよりほかに道はないといっても,決 して過言ではあるまい.こ こ

に私が 「価値葛藤の場において」ということを道徳教育の基本的な方法原理とすべきであ

ると主張する根源の理由が存するのである.

(2)「 体験の内省」による深化発展の原理

「価値葛藤の場において」生きた道徳性を身につけさせようとする道徳教育の最も基本

的な方法形態が,児 童生徒がその生活現実において直面する問題とじかに取り組む実践の

場において,2つ の価値が対立する 「価値葛藤」を克服 していく過程に即 していとなまれ

るべきであることは,道 徳の本質 ・構造か らみて当然のことである.い わば直接経験とし

ての主体的な価値葛藤体験に即 して,葛 藤克服の方途について工夫 し,さ らにまた自らの
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葛藤体験を内省することによって,自 己の道徳的体験の内面的深化を図るように指導すべ

きである.

直接経験としての主体的実践に即 して,価 値葛藤を克服する方途について指導 しようと

すれば,わ れわれはまず児童生徒が直面する価値葛藤の場の実態を適確に把捉 しなくては

な らない.ま ことに人は常に諸々の価値葛藤の場に立たされている.わ れわれは,常 にわ

れわれをとりまく生活現実からはたらきかけ られて,絶 えず決断に迫 られる.わ れわれが

2つ の価値の対立する葛藤の場に立って,強 く正しく生きぬこうとすれば,わ れわれは必

ずその中の1つ を選びとり,他 を斥けるという決断によって,は じめてよ く人生における

刻々の価値葛藤を強 く正 しく生きぬ くことができる.さ らに人は,こ のような価値葛藤の

場において,よ り高い価値を選びとり,こ れが実現を妨げる諸々の抵抗,す なわち低い価

値への欲求を適度に斥けつつ,こ の葛藤を強 く正 しく克服することによって,現 実の自己

を超越 し,よ り高次の自己へと高まることができるのである.な ぜなら 「価値葛藤の場」

における,よ り高い価値の選択 ・実現は,単 にその場における価値葛藤を克服するという

だけにはつきないで,そ れは同時にまた 「新 しい価値の創造」であり,「より高い自己実現

への超越」であるか らである.こ のように 「価値葛藤の場」における選択 と決断について

の指導は,道 徳教育の方法として,き わめて高い方法的意義をもつ中核的なものといわね

ばならない.

次にわれわれはまた,自 らの実践行為について,常 に謙虚に 「内省する」ことが月「要で

あることを忘れてはならない.な ぜならわれわれは,「価値葛藤の場」 に直面 して,い か

に英知をつ くし,真 実を貫き通 したとしても,有 限存在としての宿命をまぬがれない人間

としては,な おそこに全 く過誤なきを期することは不可能であるか らである.わ れわれは

謙虚な内省によってはじめてよ く自己の有限不完全を自覚 し,よ り高い自己への向上を志

向することができるというべきである.「内省」はすでにそれ 自体 「道徳的である」といっ

てよい.そ してまたそのような謙虚な内省は,自 らの行為にあくまでも責任を負うべきこ

とを要求する.し たがって自己の行為に対するきび しい責任感を身につけさせようとする

道徳教育の基本的な方法として,自 己の行為に対して謙虚に内省させることがきわめて重

要であるというべきである.

(3)「 追体馬剣 による 「他者理解」の原理

道徳教育の 方法としては,前 述のような自己の直接経験としての 「価値葛藤体験の内

省」という指導だけではなくて,さ らに他者における 「価値葛藤体験の理解」という間接

経験による指導を加えることが必要である.な ぜならわれわれは他者における価値葛藤体

験を追体験によって理解することによって,人 生を道徳的に強くIEし く生きぬく方途を学

びとることができるからである.こ のように,わ れわれがこの人生を生きぬく道を,直 接

的および間接的な価値葛藤の克服体験を通 して学びとっていることが事実である以 ヒ,わ

れわれがこの人生を生きぬ く道を児童生徒に学びとらせる道徳教育の方法としては,当 然,

直接的および間接的な両経験に訴えるべきであることは自明のことといわねばならない.

戦後の新教育が直接的な生活経験を重視 したことは正 しかったとしても,他 者経験の理解

という間接経験の一面を軽視 した点は,明 らかに誤まりであったというべきである.こ れ

に対 して戦前の教育,と りわけ 「修身科」による道徳教育のいとなみは,あ まりにも間接

経験による追体験的理解を重視し,直 接経験による生活現実との取 り組みを,ほ とんど全

く無視する傾向が強かったという批判をまぬがれることはできない.

か くて生きた道徳性の啓培を図る道徳教育の最も有力な方法は,「 価値葛藤の場」 を克
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服する方途を,直 接経験と間接経験との両者を通 して学びとらせるように,十 分の配慮を

めぐらすことでなくてはならない.わ れわれが 「価値葛藤の場において」という道徳教育

の基本的な方法原理の第二として,「追体験に よる理解」を重視す る所以は全 くここに存

するのである.

8.「 価値葛藤の場」の構成

(1)「 価値葛藤体験」の層位

私は前項において,ま ず道徳体験が 「価値葛藤の場」においてす ぐれて生起するもので

あること,し たがってまた道徳的価値(善)は 「価値葛藤の場」の克服という実践行為に

おいて発現する作用的 ・人格的価値であることを明 らかにし,次 にこの道徳生起の根源的

事実を裏がえして,そ こから,実 践力としての道徳性の啓培をめざす道徳教育の方法は,

児童生徒を,道 徳生起の過程 としての 「価値葛藤の場」に対決させ,こ れを克服 してゆく

道徳体験に即して構想すべきであるということについて考察 した.私 はさらに,道 徳教育

の内容構成において,こ のような 「価値葛藤の場」をどのようにして構成すべきかについ

て論究 しなければならない.

生きた道徳性の啓培をめざす道徳教育の実践構想においては,我 々はまず 「道徳教育の

指導内容」としての道徳的価値体験の一まとまりを,特 定の指導観点(ね らい)に もとつ

いて,構 造的に統一づけることに成功しなければならない.そ してこの統一づけられた道

徳体験の一まとまりとしての 「主題」には,相 対立する2つ の価値的要求が豊かに含みも

たれていなければならないことは,道 徳生起の根源的事実か らみて自明のことである.し

たがって道徳教育の内容構成においては,我 々に価値の選択と決断とを要求する 「価値葛

藤の場」を,そ の中にどのように含みもたせるかということがきわめて重要な方法的観点

となる.し か し 「価値葛藤の場」の構成といっても,道 徳的価値体験の層位によって,そ

こには次元を異にする2つ の構成方式,す なわち,(A)「 直接経験としての価値葛藤の場」

の構成 と,(B)「 間接経験としての価値葛藤の場」の構成との2つ の方式が存在 している.

もとより,真 に主体的な価値葛藤は,「直接経験としての価値葛藤」 であるから,生 きた

道徳性の啓培をめざす道徳教育の内容構成としては,何 よりもまず 「直接経験としての価

値葛藤の場の構成」を基本的な構成方式とすべきであることはいうまで もない.し か し我

々はまた 「他者の価値葛藤」を間接的に理解することによって,生 きぬ く人生の道を学び

とっていることも否定できない事実であるから,道 徳教育の内容構成において,「 間接経

験としての価値葛藤の場」の構成の意義を軽視することは誤まりであるといわなければな

らない.児 竜生徒の道徳的生長を真に実り豊かにする道徳教育の内容構成は 「直接経験と

しての価値葛藤の場」 の構成を基本としつつ,そ の上に,「間接経験 としての価値葛藤の

場」の構成を,い わば重層的に構想するものでなくてはならない.私 は・今,前 者を 「価値

葛藤の場の把捉」と呼び,後 者を 「価値葛藤の場の設定」と名づけることにする.

(2)「 価値葛藤の場」の把捉

児童生徒がその生活現実において,直 接的に経験する 「価値葛藤の場」を的確に捉えて,

この場の葛藤を克服する実践力としての道徳性の啓培を図ろうとする指導方法は,い わゆ

る生活指導的方法である.そ して このような直接経験としての価値葛藤の場こそ,真 に主

体的な道徳体験を生起させる地盤である以上,生 きた道徳性の啓培をめざす道徳教育の実

践は,ま ず第一に,児 童生徒がその生活現実において直面する 「価値葛藤の場」を的確に

把捉することに成功 しなくてはならない19).な ぜなら彼 らが直面する主体的な 「価値萬藤
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の場」を的確に捉えることなくしては,彼 らの道徳的実態を踏まえ,そ の道徳体験を真に

すぐれて成長させる道は,遂 に見出し得ないからである.か くて道徳教育の内容構成にお

いては,何 よりもまずその指導内容を,児 童生徒が直面する 「価値葛藤の場」を豊かに含

みもつものとして構成 しなくてはならないのである.

そのためには,我 々はまず,自 らの倫理観を確立 しなくてはならない.自 らの倫理観の

確立なくして,児 童生徒が直面する 「価値葛藤の場」を的確に捉えようとして も,そ れは

「木によって,魚 を求める」よりも遙かに困難であろう.そ して我々は第二に,児 童生徒

の生活現実を凝視 し,自 らの倫理観に立って,彼 らが直面する価値葛藤体験とそれの克服

体験との実態を的確に把捉することが肝要である.そ こか ら 「自己の道徳体験の内省」と

いう道徳教育の基本的な指導方法も自ら構想せ られるというべきである.

(3)「 価値葛藤の場」の設定

しか し我々の道徳体験の成長発展は,こ のような 「自己の道徳体験の内省」によって可

能であるだけでな くて,さ らに 「他者の価値葛藤体験の理解」によっても可能であるとい

うことが事実である以上,我 々は道徳教育の内容構成において,「 他者の道徳体験」をそ

の内容として含みもつよう,工 夫 しな くてはならない20).我 々はこれを 「価値葛藤の場の

設定」と名づける.こ のように他者における 「価値葛藤の場」を設定するには,我 々はま

ず第一に,「 自らの倫理観を確立すること」 が重要であることは,前 項に考察を試みたと

ころと同様である.そ して第二に,「他者の価値葛藤体験の表現としての生活記録(伝 記

・物語など)の 中に含 まれる 「価値葛藤の場」を,自 らの倫理観に照 らして明 らかにする

ことが肝要である.こ こから 「他者の道徳体験の理解」という道徳教育の指導方法もまた

当然構想せ られるということができる.こ のように考えて,「 価値葛藤の場」を,そ の中

に全 く含みもたないような 「指導資料」は,道 徳教育の 「資料」としては,殆 んど価値な

きものといっても,決 して過言ではない.

もとより 「価値葛藤の場」の把捉 といい,設 定といっても,そ れはそれぞれ別個に構成

せ らるべきものではなくて,実 に重層的な相互連関構造において構成せ られるものでな く

てはな らない.し たがって児童生徒がその生活現実において直面する 「自己の価値葛藤体

験」を,道 徳教育の基盤的な内容として押え,そ の上にさらに,こ の主体的な道徳体験を

拡充発展させるために,よ りすぐれた 「他者の道徳体験」を,重 層的構造において構成し,

以て道徳教育内容の立体的構造 化を図るべきである.

9.道 徳授業の展開過程 その原型

(1)指 導方法としての 「内省」と 「理解」

最後に私は,道 徳授業の展開過程において,「 価値葛藤の場」 をどのように生かすべき

かについて考察する.も とよりここでは 「道徳授業の原型」ともいうべき一般的な展開過

程についての考察に止める.す でに生きた道徳性の啓培をめざす道徳教育の内容が 「価値

葛藤の場」の 「直接的な把捉」と,そ れの 「間接的な設定」との重層構造において構成さ

れている以上,道 徳授業の展開は,当 然その中に,直 接経験としての 「自己の道徳体験の

内省」による道徳的自覚の深化と,間 接経験としての 「他Glの 道徳体験の理解」による道

徳的自覚の拡充との両面か ら構想されなくてはならない.し か もこの 「自己の道徳体験の

内省」は,原 則として常に 「他者の道徳体験の理解」に先行するものとして構想せ らるべ

きである.な ぜなら道徳的 自覚の深化 ・拡充は,ま ず何よりも 「自己の道徳体験の内省」

の上に立 って,初 めて可能であり,そ してまた 「他 音の道徳体験の理解」は,そ れと相近
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似する 「自己の道徳体験の存在」を前提 して,初 めて可能であるからである21).さ らにい

えば,「 自己体験における価値葛藤をいかに克服すべ きか」 という問題意識が存在しなく

ては,ど のような 「他者の道徳体験における価値葛藤の理解」も,つ いに主体的な自己の

道徳問題として受けとめ られることはないか らである.し たがって道徳授業の中心段階と

しての 「展開」の前段は,主 として 「自己の道徳体験の内省」についての指導であり,そ

の中段は主として 「他者の道徳体験の理解」についての指導でな くてはな らない.こ の中

段の 「他者の道徳体験の理解」は,さ らに後段の 「批判と共感による主体化」によって,

自己の道徳体験と相互浸透 し,自 己の主体的な生き方を支えるものとして定着する.こ の

主体的な道徳体験はさらに 「原理的考察にもとつく法則化」により,一 般化され客観化さ

れて,理 性的な道徳的自覚としての性格を獲得するものと考え られる.

(2)道 徳的自覚の深化過程

このように道徳授業の展開は,ま ず第一に,自 己が直面している価値葛藤体験,お よび

それを克服 しようとした価値選択の態度を謙虚に内省(自 己反省)さ せ,そ の葛藤の克服

における自己の道徳的有限(不 完全)を 自覚 させ るよう指導する.そ して第二に,こ の道

徳的有限(不 完全)の 自覚の上に立って,自 己の道徳的態度をさらに純化 ・拡充するため

に,よ りす ぐれた 「他者の道徳体験」を,そ れの表現としての 「資料」を通 して理解(追

体験)さ せ,そ こか ら人生の生き方を学びとらせ るように指導する.そ して第三に,こ の

ように追体験的に理解した 「他者の道徳体

験」 を,「 自己の道徳体験の内省」 による

道徳的自覚との相互浸透によって,自 己の

道徳問題として主体的に受けとめさせ る.

このような過程を辿 ることによって,自 己

が直面する価値葛藤を,強 く正しく生きぬ

こうとする道徳的向上への実践的意志が振

起されるものである.児 童生徒の道徳体験

の成長発展,す なわち道徳的自覚の深化の

構造を図示すれば,お よそ次のようになる

であろう22).

(3)道 徳授業の展開過程 その原型

他
者

の
体
験 批自

判己

道 徳 授 業 の 展 開 は,道 徳体 験 の 生起 す る過 程 に即 して構 想 せ られ る時,も っと も効 果 的

で あ る以 上,我 々は 右 に 考 察 した 「道 徳 的 自覚 の深 化 しゆ く過 程 」 に即 して,道 徳 の授 業

を展 開 す べ きで あ る こ とは い うま で もな い。 そ こで 我 々 は 「道 徳 的 自覚 の深 化 過 程 」 を踏

まえ て,道 徳 授 業 の展 開 過程 を 次 の よ うに 設 定 しよ う と思 う23).「 道 徳 の授 業 」 も,そ れ

が 「道 徳 の 時 間 」 とい う一 定 の時 間 に お い て展 開せ られ る もので あ るか ぎ り,他 の一 般 の

授 業 と同 様 に,導 入 ・展 開 ・終 結 の三 段 の過 程 を辿 る もの と して 構 想 せ られ る点 に おい て

は別 に 変 わ りは な い で あ ろ う.ま ず そ の 「導 入 段 階 」 と して は,(A)「 学 習 動 機 の喚 起 」 と

(B)「学 習 目的 の 自覚 」 との二 小 段 を設 定 す べ きで あ る.そ して 第 二 の 「展 開 段 階 」 と して

は,そ の 前 段 に 「自己 の 道徳 体 験 の 内 省 」 を,そ の 中段 に 「他 者 の道 徳 体 験 の理 解 」 を,

そ して そ の 後段 と して 「自他 道徳 体 験 のr(X透 に よ る 自己 超 越 」 を設 定 す べ きで あ る こ と は

前 項 の 考 察 か らみ て,当 然 で あ る.最 後 の 「終 結 段 階 」 は,第 二 の 展 開 段 階(後 段)の

「自他体 験 の 浸透 に よ る 自己超 越 」 を受 け て,(A)「 原 理 的 考 察 に よ る法則 化(一 般 化)」

と(B)「道徳 法 則 の生 活 化 」 と に よ って行 な われ る.以 上 略述 した よ うに,「 道 徳 授 業 の 展
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開 」 は お よ そ この過 程 を辿 る もの と して 構 想 せ らるべ き で あ る と私 は 考 え る.24)そ して こ

こに いわ ゆ る 「道 徳 授 業 の原 型25)」 と呼 ば れ る もの の構 造 を見 る こ とが で き るで あ ろ う.

今 これ を表 示 す れ ば 次 の よ うに な る.

主 な 学 習 活 動

a道 徳体験 の想起

b道 徳体験 の発表一理解

a問 題意識の共通化

b学 習目的の 自覚

a価 値葛藤場面の想起
b価 値葛藤体験の発表一理解

a

b
C

問題点の想定
問題点の省察
問題解決の方途の工夫

a価 値葛藤場面の想像
b価 値葛藤体験の発表一理解

a

b
C

問題点の想定
問題点の考察
問題解決の確認

a共 感 による主 体化

b批 判 による主 体化

a内 省的解決の再吟味

b内 省的解 決の再確認 ・修正

 

一
程

…
過導指

A「 学習動機 の喚起」

B「 学 習目的 の自覚」

A「 問題場面の具象化」

A「 問題 場面 の具象化」

B「 問題点 の考察」

A「 共感 ・批判 による主体 化」

B「 自他浸透に よる自己超越」

道徳法則 として一般化

 

a

B「 問題点の省察」

A「 原理的考察による法則化」

貝体的な生活問題へ適用

 

a

導 入

自
己
内
省

他
者
理
解

}
自
己
超
越

一

展

開

B「 道徳法則の生活化」

終 結

10.「 展開過程」と 「価値葛藤の場」

(1)「 導入段階と価値葛藤の場」

それではこのような道徳授業の展開過程において,「 価値葛藤の場」 はどのようにして

生かす ことができるであろうか.ま ず導入段階は,道 徳授業の内容としての 「主題」に対

する 「学習動機の喚起」と 「学習目的の自覚」とをめざす ものに外ならない.そ して この

「主題」に対する 「学習動機の喚起」は,当 然,そ の 「主題」に含まれる 「価値葛藤の場

の克服」について学習しようとする動機(興 味)を 誘発することでな くてはな らない.そ

の方法としては,(A)「 道徳体験の想起」,(B)「道徳体験の発表一理解」という2つ の方法

が考え られる.「道徳体験の想起」 とは,こ の 「主題」に関連する自己の道徳体験,す な

わち価値葛藤体験を想起 させ ることによって,こ の 「主題」に対する学習動機を誘発しよ

うとするものである.次 の 「道徳体験の発表一理解」とは,こ のようにして想起 した各 自

の道徳体験を発表させ,他 の児童生徒に理解させることによって,こ の主題について学習

しようとする動機 もしくは興味を誘発 しようとするものである.第 二の 「学習目的の 自

覚」は,「学習動機の喚起」 のために行なった 「道徳体験の想起一→ 発表」 の過程におい

て,自 然に導き出させることができるであろう.な ぜなら 「主題」の内容に関連する自己

の道徳体験を想起させれば,そ こに自ら価値葛藤の場を生きぬ く方途について学習 しなく

てはならぬという学習の方向が次第に自覚されて くる筈であるか らである.そ してまたこ

のようにして想起された各自の道徳的価値葛藤体験を互に発表 し合い理解 し合う共同思考

を通 して,こ の主題に含まれる価値葛藤を克服する方途を工夫するという 「問題意識の共
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通化」が図 られ,共 同学習としての学習目的が漸次明確な形をとって彼 らに自覚されるに

至るのである.

(2)「 展開段階と価値葛藤の場」

次に 「展開段階」に進んでは,ま ず 「自己の道徳的価値葛藤体験」を謙虚に内省させ,

その価値葛藤を克服していく方途について工夫させる.次 いでこの 「内省」を踏 まえて,

「他者の価値葛藤体験」を理解させ,こ れを媒介として,そ こから葛藤克服の方途を学び

とらせるわけである.自 己の道徳体験の成長発展を図るには,ま ず何をおいても第一に,

自己が直面する道徳的な問題場面,す なわち価値葛藤の場を克服 しようとする道徳体験を

謙虚に内省するということが不可欠の条件である.な ぜならこの内省によってこそ,価 値

葛藤の場の克服を妨げるものの実体が明らかになるからである.こ の道徳的実践を妨げる

ものの根源が的確に押えられれば,そ こには自ら道徳実践を可能にする方途が開示される

筈である.そ してこの 「体験の内省」の指導を最も効果的にいとなむためには,ま ず各 自

が直面する 「価値葛藤場面の具象化」を図り,そ の場の具体的状況を踏 まえて,葛 藤克服

の方途について省察させるよう指導しなくてはならない.な ぜなら「価値葛藤の克服方途」

について省察させるためには,そ の前提 として,「価値葛藤の場」の情景が具体的にほう

ふつと想起されていることが絶対に必要だからである.主 題に関連する各 自の道徳体験が

まざまざと想起され,こ れを互に発表し理解し合 う場においてこそ,「 価値葛藤の場」を

克服する方途は,始 めてよく的確に見出させ ることができるであろう.

か くて 「自己の道徳体験の内省」による指導方法は道徳教育の本道ではあるが,し かし

そこにはややもすれば,単 なる 「自己内反すう」という 「悪しき反復」に陥る危険がある

ことを見逃してはならない.単 なる 「自己内反すう」という狭い殻を破って,道 徳体験の

拡充発展を図るためには,「 他者の道徳体験の理解」 を媒介すべきであることは前に考察

した通 りである.そ してそこに道徳授業における 「指導資料」の存在意義 もあるのである.

したがって道徳授業の展開としては,ま ずその 「指導資料」に含まれている価値葛藤場面

を具象化して,彼 らにその場の情景をまざまざと想定させることが肝要である.こ の具象

化が不十分であれば,そ れに続 く 「問題点」すなわち 「価値葛藤の克服方途」についての

考察は,き わめて抽象的な分析や観念的な論議に終る外はないであろう.こ の 「場面の具

象化」を踏まえて,次 にその場における価値葛藤の克服を妨げるものの実体を想定させ,

さらにその問題点の構造を分析考察して,他 者における価値葛藤の克服方途を理解させな

くてはな らない.こ のように 「他者の道徳体験の理解」を媒介することによって,彼 らは

自他の道徳体験を相互に浸透 させ ることができ,単 なる 「臼己内反すう」という狭い殻を

脱 し,自 らの道徳体験を拡充発展 させて,自 己超越を行 うことができるのである.「 他者

の道徳体験の理解」は道徳体験の層位からみると,あ くまでもそれは間接経験 としての道

徳体験であり,そ れが生きた道徳実践を支える力 となるためには,後 段 として再びそれを

「自己の道徳体験」にひるがえして,こ れを主体的に受けとめなくてはならない.他 者が

直面した 「価値葛藤の場」 を,そ してその葛藤を克服 しようとした他者の道徳体験を,

或は(A)「感動の形一1で共感 し,或 は(B)「批判の形」で主体化させるのである.道 徳の授業

はこのような(A)「共感 もしくは批判によるi;体 化」と(B)r自 他道徳体験の浸透による自己

超越」とによって展開段階は終結するといってよい.

(3)「 終結段階と価値葛藤の場」

この展開段階を受ける終結段階は,(A)「 原理的考察 による法則化」(一 般化)と(B)「 道

徳法則の生活化」によっていとなまれる.前 者は 「主体的」・「体験的」な自覚が原理的考
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察によって法則化され一般化されて,客 観的性格を獲得するものであり,後 者はこの一般

化された道徳法則を生活現実の具体的 ・特殊的な道徳問題に適用 して,い わば生活化によ

って実践への通路を開こうとするものに外な らない.

〔結語〕 以一ヒ,私 は 「価値葛藤の場において」 ということを道徳教育の基本的な方法

原理とすべきであるという立場に立って,若 干の考察を試みた.敗 戦と共に,わ が国の教

育課程からその姿を没した 「修身科に代 るもの」,単 なる「修身科への逆行」ではないもの,

すなわち新 しい道徳教育の方法形態を求めて,25年 近 くも理論的思索 と実践的究明を重ね

て来た私が,今 日漸 く辿 りついた結論は,「価値葛藤の場において」 ということを道徳教

育の基本的な方法原理とすることを外にしては,道 徳教育の実践を真に地についた実り豊

かなものにする方途は存在 しないということである.そ してこのことは,「道徳」 がすぐ

れて主体的な実践の世界のことがらであり,し たがってまた道徳教育は,す ぐれて主体的

な実践力としての道徳性の啓培をめざす ものであるかぎり,道 徳授業の基本的な方法的観

点は,「生きた道徳性は,道 徳的価値(善)の 実現という道徳的実践を妨げるところのもの

との対決の場,い いかえれば 「価値葛藤の場の克服」という道徳体験の過程を通すことに

よってのみ始めてよ く体得させることができるという所に存する」ということを意味 して

いる.こ の方法的観点を見失ってはついに真に地についた実り豊かな道徳教育の大道は開

拓 され得ないといわねばなるまい.
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Summary

Inthisessay,Itriedtolookintothefundamentalmethodofmoraleducation.

Ithinkthemethodofmoraleducationis,inessence,tobemadeoutin"the

situationoftheconflictofvalues."Becausemoralormoralvalueswillreveal

themselvesinourdecisionin"thesituationoftheconflictofvalues."Thatwill

beexemplifiedbytheethicaltheoriesofM.Scheler,N.HartmannandE.

Spranger.

Solongasmoralormoralvaluesrevealthemselvesonlyin"thesituationofthe

conflictofvalues"asabovementioned,itfollowsnecessarilythatthemethodof

moraleducationwhichaimtoformthemoralnature,oughtproperlytobe

plannedin"thesituationoftheconflictofvalues."

Imightsay,however,noscholarhasevermanifestedthesameopinionofhis

ownasthisonthefundamentalmethodofmoraleducation.Icanfindoutthe

similaritytowhatIcall"inthesituationoftheconflictofvalues"onlyinthe

assertionsofTh.Litt,M.Flitner,E.Spranger,J.S.BrubacherandH.G.Hullfish.

Itried,inthisessay,toestablish,asfaraspossible,thefundamentalmethod

ofmoraleducationof"formingmoralnatureinthesituationoftheconflictof

values",dependinguponthoseassertionsofthesescholars.


